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４番 横山　行雄 出席 ３区 加藤　　博



会  長   ただいまより令和７年第７回農業委員会総会を開催いたします。 

 

       （あいさつ） 

 

会  長   続きまして、次第３の議事録署名人の指名についてですが１番 石田敏裕委

員と９番 菅野昌孝職務代理にお願いします。 

なお、欠席は２番 横山智委員、２区 齋藤壽委員であります。 

       また、議案第２１号の説明員として産業振興課の八巻課長補佐が出席してお

ります。 

     それでは、次第４の議事に入ります。 

    報告第１号 令和７年第７回総会までの主な行事について、事務局より報告願

います。 

 

事務局長   報告第１号 令和７年第７回総会までの主な行事について、ご報告いたしま

す。１ページをご覧ください。 

 ６月１９日、福島県農業会議第１０９回通常総会が福島市で開催され、清野会                   

長、事務局が出席しております。 

       ６月２４日、県農業会議常設審議委員会が福島市で開催され、清野会長が出席 

しております。 

       ６月３０日、相双農林事務所管内農業委員会研修会が南相馬市で開催され、清 

野会長、事務局が出席しております。 

       ７月２日、地域農業再生協議会総会が改善センターで開催され、清野会長が出 

席しております。 

       ７月１０日、農業者年金業務担当者会議が福島市で開催され、事務局が出席し 

ております。 

       同じく１０日、農地法申請等の現地調査としまして、町内において、川上委員、  

阿部委員、鈴木委員、目黒(敏)委員、事務局で調査を実施しております。 

       ７月１１日、浜通り地方農業委員会協議会総会が広野町で開催され、清野会長、  

事務局が出席しております。 

       以上でございます。 

 

会  長     ただいま事務局長から報告第１号について報告がありましたが、何かご質問・

ご意見があればお受けします。何かございませんか。 

 

［「ありません」の声あり］ 

 

会  長     ないようですので、報告第１号については以上で終わります。 



       報告第２号 農地法施行規則第２９条第１項第１号による農地転用届出につ

いて、事務局より報告願います。 

 

事 務 局   報告第２号 農地法施行規則第２９条第１項第１号による農地転用届出につ

いて、２００㎡未満の農業用施設を設置する場合は、農地の転用の制限の例外と

なり、県知事の許可は不要となり、農業委員会への届出のみ必要となります。 

それでは、１番について説明いたします。議案２ページと資料の１ページから

３ページになります。届出人より、議案に記載どおりの内容で届出がございまし

た。 

       ２番について説明いたします。議案２ページと資料の１ページと４ページから     

５ページになります。届出人より、議案に記載どおりの内容で届出がございまし   

たので、ご報告いたします。 

以上でございます。 

 

会  長     ただいま事務局から報告第２号について報告がありましたが、何かご質問・   

ご意見があればお受けします。何かございませんか。 

 

       ［「ありません」の声あり］ 

 

会  長     ないようですので、報告第２号については以上で終わります。 

   議案第１８号 農用地利用集積等促進計画(案)に係る意見について、利用権設

定の一括方式の１番から８８番を事務局より説明を求めます。 

 

事 務 局   議案第１８号 農用地利用集積等促進計画（案）に係る意見について、ご説明

いたします。３ページをご覧ください。 

       これについては、福島県農業振興公社を通しての貸借となります。農地中間管

理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定により、町より農業委員会に対

し農用地利用集積等促進計画（案）に係る意見を求められたため提出するもので

あります。また、併せて賃借人が農地の全てを効率的に利用し耕作すること、さ

らに個人においては、必要な農作業に常時従事すると認められることの確認を求

められております。 

       利用権設定の一括方針の１番から８８番をご説明いたします。 

       賃借人ごとに一括して説明いたします。賃貸人・賃借人・届出のあった農地及

び貸借期間は議案に記載のとおりであります。 

       １番については、今回新たに農地中間管理機構を通して利用権を設定するもの

で、新規設定となります。賃借料は１０アール当たり５，０００円となっており

ます。 



       ２番から４番については、２番は新規設定で、３番、４番は再設定となります。

賃借料は全て１０アール当たり５，０００円となっております。 

       ５番については、新規設定で、賃借料は１０アール当たり５，０００円となっ

ております。４ページをご覧ください。 

       ６番から７番については、６番は再設定で７番は新規設定となります。賃借料

は全て１０アール当たり５，０００円となっております。 

       ８番については、新規設定で、賃借料は１０アール当たり５，０００円となっ

ております。 

       ９番については、再設定で、賃借料は１０アール当たり５，０００円となって

おります。 

       １０番から１４ページの８３番については、岡地区営農改善組合の貸借となり

ます。９ページ３８番、１２ページ６３番、１３ページ６９番、７１番は新規設

定でその他は再設定となります。賃借料は全て１０アール当たり１０，６００円

となっております。１４ページをご覧ください。 

       ８４番については、再設定で、賃借料は１０アール当たり５，０００円となっ

ております。１５ページをご覧ください。 

       ８５番については、新規設定で、賃借料は１０アール当たり５，０００円とな

っております。 

       ８６番、８７番については、８６番は新規設定で、８７番は再設定となります。

賃借料は１０アール当たり５，０００円となっております。 

       ８８番については、再設定で、賃借料は１０アール当たり５，０００円となっ

ております。 

       いずれの賃借人も営農状況が良好であり、農地の全てを効率的に利用し耕作を

行い、個人においては、必要な農作業に常時従事すると認められるとの要件を満

たしております。 

       説明は以上でございます。 

 

会  長    それでは議案第１８号の１番から８８番について、質疑に入ります。何かご質

問・ご意見のある方はお受けします。何かございませんか。 

 

       ［「ありません」の声あり］ 

 

会  長     ないようですので、原案どおり承認することに異議ありませんか。 

 

     ［「異議なし」の声あり］ 

 

会  長   異議なしと認め、議案第１８号 農用地利用集積等促進計画（案）に係る意 



見について、利用権設定の一括方式の１番から８８番を原案どおり承認し「異 

議なし」かつ「貸付相手方に関する要件を満たしていることを認める」として 

新地町長へ意見を送付いたします。 

       議案第１８号 農用地利用集積等促進計画（案）に係る意見について、利用権

設定の一括方式の８９番は、川上敦史委員が役員となっている法人に関する案件

であります。川上敦史委員につきましては、農業委員会法第３１条の規定に基づ

く議事参与の制限により審議が終了するまで退席をお願いします。 

 

［ 川上敦史委員 退席 ］ 

 

会  長   議案第１８号 農用地利用集積等促進計画（案）に係る意見について、利用権

設定の一括方式の８９番を事務局より説明を求めます。 

 

事 務 局   利用権設定の一括方針の８９番をご説明いたします。 

       賃貸人・賃借人・届出のあった農地及び貸借期間は議案に記載のとおりであり  

ます。 

       ８９番については、新規設定で、賃借料は無償となっております。 

賃借人は営農状況が良好であり、農地の全てを効率的に利用し耕作を行うとの   

要件を満たしております。 

       説明は以上でございます。 

 

会  長    それでは議案第１８号の８９番について、質疑に入ります。何かご質問・ご意 

見のある方はお受けします。何かございませんか。 

 

       ［「ありません」の声あり］ 

 

会  長     ないようですので、議案第１８号の利用権設定の一括方式の８９番を原案どお 

り承認することに異議ありませんか。 

 

         ［「異議なし」の声あり］ 

 

会  長   異議なしと認め、議案第１８号 農用地利用集積等促進計画（案）に係る意見 

について、利用権設定の一括方式の８９番を原案どおり承認し「異議なし」かつ  

「貸付相手方に関する要件を満たしていることを認める」として新地町長へ意見 

を送付いたします。 

   川上敦史委員に関する案件の審議が終わりましたので、川上敦史委員は席へ戻 

ってください。 



［ 川上敦史委員 着席 ］ 

 

会  長   議案第１８号 農用地利用集積等促進計画（案）に係る意見について、利用権

設定の一括方式の９０番は、目黒文夫委員の案件であるため、目黒文夫委員につ

きましては、農業委員会法第３１条の規定に基づく議事参与の制限により審議が

終了するまで退席をお願いします。 

 

［ 目黒文夫委員 退席 ］ 

 

会  長   議案第１８号 農用地利用集積等促進計画（案）に係る意見について、利用権   

設定の一括方式の９０番を事務局より説明を求めます。 

 

事 務 局   利用権設定の一括方針の９０番をご説明いたします。 

       賃貸人・賃借人・届出のあった農地及び貸借期間は議案に記載のとおりであり   

ます。 

       ９０番については、再設定で、賃借料は１０アール当たり５，０００円となっ   

ております。 

       賃借人は営農状況が良好であり、農地の全てを効率的に利用し耕作を行い、必 

要な農作業に常時従事すると認められるとの要件を満たしております。 

       説明は以上でございます。 

 

会  長    それでは議案第１８号の９０番について、質疑に入ります。何かご質問・ご意 

見のある方はお受けします。何かございませんか。 

 

       ［「ありません」の声あり］ 

 

会  長     ないようですので、議案第１８号の利用権設定の一括方式の９０番を原案どお 

り承認することに異議ありませんか。 

 

         ［「異議なし」の声あり］ 

 

会  長   異議なしと認め、議案第１８号 農用地利用集積等促進計画（案）に係る意見 

について、利用権設定の一括方式の９０番を原案どおり承認し「異議なし」かつ 

「貸付相手方に関する要件を満たしていることを認める」として新地町長へ意見 

を送付いたします。 

   目黒文夫委員に関する案件の審議が終わりましたので、目黒文夫委員は席へ戻  

ってください。 



［ 目黒文夫委員 着席 ］ 

 

会  長   議案第１９号 農地法第３条の規定による許可申請について、１番から２番を

事務局より説明を求めます。 

 

事 務 局   議案第１９号 農地法第３条の規定による許可申請について、１番から２番を   

ご説明いたします。１７ページをご覧ください。 

       １番について、譲渡人・譲受人及び申請地は、議案に記載のとおりであります。   

申請は、売買による所有権の移転であります。取得する田は、これまでどおり   

水稲を栽培する計画であります。 

       なお、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可の要件を満たしており 

ます。 

       ２番について、譲渡人・譲受人及び申請地は、議案に記載のとおりであります。 

申請は、贈与による所有権の移転であります。取得する畑は、蔬菜類を栽培する   

計画であります。 

       なお、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可の要件を満たしており 

ます。 

       説明は以上でございます。 

 

会  長    それでは議案第１９号について、質疑に入ります。何かご質問・ご意見のある

方はお受けします。何かございませんか。 

 

       ［「ありません」の声あり］ 

 

会  長     ないようですので、原案どおり承認することに異議ありませんか。 

 

     ［「異議なし」の声あり］ 

 

会  長   異議なしと認め、議案第１９号 農地法第３条の規定による許可申請につい

て、１番から２番は原案のとおり承認し「許可」といたします。 

   議案第２０号 農地法第５条の規定による許可申請について、１番を事務局よ 

り説明を求めます。 

 

事 務 局   議案第２０号 農地法第５条の規定による許可申請について、１番について説  

明いたします。議案１８ページと資料の６ページから８ページになります。 

       設定人、被設定人、申請地、防除施設の概要については、議案に記載のとおり   

であります。転用の目的は、作業用道路であります。権利の設定は賃借権設定で、 



期間は６ケ月間であり、一時転用になります。転用面積は、必要最小限に抑えら 

れており、工事期間や資金も問題はありません。 

       農地の復旧方法は、砂利を撤去した後に山砂を敷き農地へ復元する計画であり 

ます。 

       申請地の農地区分については、昭和５７年に土地改良事業をおこなった農地で   

あることから第１種農地と判断されます。隣接地の申請地を作業用道路として使   

用するほかなく、他に作業用道路用地として適した土地を見つけることが難しい  

ことから、許可の要件は満たしております。 

以上でございます。 

 

会  長   この件に関しましては、７月１０日に現地調査を行っておりますので、調査の

報告をお願いいたします。 

 

阿部委員   議案第２０号 農地法第５条の規定による許可申請について、去る７月１０日

に川上敦史委員、鈴木文雄委員、目黒敏雄委員、私と事務局で現地調査を行いま

したので、調査担当委員を代表して調査結果を報告いたします。 

       １番を報告いたします。議案１８ページと資料の６ページから８ページをご覧

ください。 

       申請地は、議案に記載のとおりであります。現地の周辺は、資料の６ページか

ら７ページに記載のとおりで、平たんな土地であります。 

       転用目的及び防除施設の概要については、事務局から説明のありましたとおり

で、他の方の農地への影響は及びにくいかと見てまいりました。 

       以上で現地調査報告を終わります。 

 

会  長   ありがとうございました。 

質疑に入る前に、地元委員より何か補足説明があればお願いします。 

 

       ［発言する人なし］ 

 

会  長   それでは議案第２０号の１番について、質疑に入ります。何かご質問・ご意見

のある方はお受けします。何かございませんか。 

 

［「ありません」の声あり］ 

 

会  長   ないようですので、原案どおり承認することに異議ありませんか。 

 

［「異議なし」の声あり］ 



会  長   異議なしと認め、議案第２０号 農地法第５条の規定による許可申請につい

て、１番は原案のとおり承認し「許可相当」として福島県知事へ送付いたします。 

   議案第２１号 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更（案） 

について、事務局より説明を求めます。 

 

事 務 局   議案第２１号 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更（案） 

についてご説明いたします。 

       議案は１９ページから４６ページになります。１９ページをご覧ください。 

       これにつきましては、農業経営基盤強化促進法施行規則第２条の規定により、

町より農業委員会へ意見を求められたため提出するものであります。 

       変更の理由ですが、５年ごとの見直しにより、令和７年４月に福島県の基本方

針が変更されたため、基盤法第６条第３項の規定により町の基本構想を変更する

ものであります。 

       変更内容については、産業振興課 八巻課長補佐からご説明いたします。 

 

八巻課長補佐 産業振興課の八巻です。 

       議案１９ページと合わせて資料の新旧対照表をご覧ください。 

       基本構想の主な変更内容につきましては、大きく３点となります。 

       １点目は、年間総労働時間についてであります。第１の３（１）、新旧対照表

の６ページから７ページとなります。議案は２４ページになります。 

       他産業並みの労働時間により他産業と遜色ない生涯所得を得るため、主たる従

事者１人当たり１，９００時間程度から１，８００時間程度に、県に合わせて見

直しております。 

       なお、時間の算出は令和４年に厚生労働省が実施した「毎月勤労統計調査」の

年間労働時間を基にしています。 

       ２点目は、主要な営農類型についてであります。第２－表１、新旧対照表の１

３ページから２２ページとなります。議案は２７ページから２９ページになりま

す。 

       所得目標を達成するための主要な営農類型について、県の地方別営農類型の相

双地方に合わせて見直しております。 

３点目は、生産方式、経営管理の方法及び農業従事の態様に関する指標につい

てであります。第２－表２、第２の２、新旧対照表の２２ページから３５ページ

となります。議案は２９ページから３３ページになります。 

       効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標となる生産技術等について、新たな

技術の革新や農政の変化等を踏まえ、県に合わせて見直しております。 

       その他としまして、県の基本方針に即して、見直し及び文言等の整理を行って

おります。 



       第１の３（２）、新旧対照表の７ページの担い手育成の考え方では、地域計画

策定に関する内容から実現に向けた見直し等の推進に修正しています。 

       第１の３（３）ア、新旧対照表の８ページの認定農業者の育成では、地域計画

で担い手を明確にしたことから将来の農地利用の姿を明確にすることへ修正し

ています。また、１２ページのスでは新たにスマート農業の推進を設けています。 

       これらにより経営規模の拡大と生産性向上を図り、経営安定に資することを目

的とした内容となっております。 

       今後の予定としましては、関係機関である農業委員会と農協や一般の方からの

意見を伺い、県と７月下旬に事前協議と８月下旬に正式協議を経て、１０月中旬

の公告により変更する予定です。 

説明は以上でございます。 

 

会  長    それでは議案第２１号について、質疑に入ります。何かご質問・ご意見のある

方はお受けします。何かございませんか。 

 

菅野職務代理 ２３ページの新地町の位置ですが、北側が抜けているので「北は宮城県山元 

町」としてはどうか。２９ページの※印ですが、高密度播種となっているが前 

段に高密度播種育苗とあるので統一してはどうか。２の（１）イの（ア）の

「実需者」という言葉は非常に難しいので、「時代の要請に沿った」として

はどうか。需要実態、需要と２回同じ言葉がでてくるので、「需要に応じ

た」は「ニーズに応じた」にしてはどうか。 

 

八巻課長補佐 ２３ページは変更前から手をつけなかった部分ですが、北側が抜けています 

ので修正させていただきます。２９ページ、※印部分は県に準じておりますが 

育苗を付け加えさせていただきます。２の（１）イの（ア）は「実需者が求め 

る」を「時代の要請に沿った」に修正させていただき、後段部分は重複してい 

る感じがありますので、表現の仕方を検討させていただきます。 

 

会  長   その他何かございませんか。 

 

阿部委員   新地でイチジクの生産がかなりあると思うが、営農類型にイチジクがないの 

はなぜか。 

 

八巻課長補佐 新旧対照表を見ていただくとご理解していただけるのですが、実は今までも 

イチジクは入っておりませんでした。今回変更するにあたり何を基準にするか 

検討しましたが、イチジクは町内認定農業者で７人生産されていますが、一旦 

県の方に合わせた内容にしたいというのがあって、イチゴも今回入っておりま 



せん。あえて抜いたのではなく、今までも入っていなかったというのが現状で 

す。 

 

会  長     その他何かございませんか。 

 

［「ありません」の声あり］ 

 

会  長   ないようですので、原案どおり承認することに異議ありませんか。 

 

     ［「異議なし」の声あり］ 

 

会  長   異議なしと認め、議案第２１号 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的 

な構想の変更（案）について、原案どおり承認いたします。 

     これで本日の日程はすべて終了いたしましたので、令和７年第７回農業委員会 

総会を閉会いたします。 


